
令和８年５月１３日

（ 被 許 可 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 ） （ 保 税 地 域 の 名 称 及 び 所 在 地 ）

木下運輸株式会社 木下運輸株式会社 新島営業所 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

兵庫県加古川市別府町西脇二丁目６番地 兵庫県加古郡播磨町新島５３番地先 至 令 和 １ ４ 年 ５ 月 ３ １ 日

木下運輸株式会社 木下運輸株式会社 二見公共 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

兵庫県加古川市別府町西脇二丁目６番地 兵庫県加古郡播磨町東新島地先 至 令 和 １ ４ 年 ５ 月 ３ １ 日

アシバネ鋼業株式会社 アシバネ鋼業株式会社 第１工場 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

大阪府大阪市中央区南船場一丁目１１番９号 兵庫県加古郡播磨町新島１２－１ 至 令 和 １ ４ 年 ５ 月 ３ １ 日

日本トランスシティ株式会社 日本トランスシティ株式会社 玉島物流センター 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

三重県四日市市霞二丁目１番地の１ 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６２番地の１ 至 令 和 １ ３ 年 １ ０ 月 ３ １ 日

山九株式会社 山九株式会社 総興運輸倉庫 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

福岡県北九州市門司区港町６番７号 岡山県玉野市玉原三丁目１１番２号 至 令 和 １ ３ 年 ７ 月 ３ １ 日

梶田礦業運輸株式会社 梶田礦業運輸株式会社 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

岡山県備前市閑谷１７４１番地の１
岡山県備前市閑谷１７３５番地、１７３６番地、１７３６番地２、１７３７番地、１７４０番地
１、１７４１番地１

至 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日

株式会社不動冷凍部 株式会社不動冷凍部 自 令 和 ８ 年 ６ 月 １ 日

広島県広島市南区月見町１９９３番地の２４ 広島県広島市南区月見町１９９３番地の２４ 至 令 和 １ ４ 年 ５ 月 ３ １ 日

（ 更新した許可期間 ）

掲示第１２２号

保 税 地 域 の 許 可 期 間 更 新 公 告

下記の保税地域の許可期間を更新したので、関税法第４２条第３項の規定により公告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      神戸税関長　　馬場　義郎　　


